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定款の一部変更に関するお知らせ 

 

当社は、本日開催の取締役会において、平成 23年 1月 21日開催予定の臨時株主総会（以下「本臨時

株主総会」という。）に「定款一部変更の件」を付議することを決議いたしましたので、下記のとおり

お知らせいたします。 

 
記 

 

１．定款変更の目的 

  本日公表しております「日本ゲームカード株式会社と株式会社ジョイコシステムズの共同持株会社

設立（株式移転）に関する契約締結及び株式移転計画書の作成について」のとおり、当社は株式会社

ジョイコシステムズと共同株式移転の方式により、平成 23年４月１日(予定)に両社の完全親会社と

なる「株式会社ゲームカード・ジョイコホールディングス」（以下「共同持株会社」という。）を設立

すること（以下「本株式移転」という。）を予定しており、このために本株式移転の承認に関する議

案（以下「本株式移転議案」という。）を本臨時株主総会に付議することを予定しております。 

  当社は、株主総会の招集等に関する事務手続きを円滑に進めるため、会社法第 124 条第１項の規定

に基づき、定款第 11条に定時株主総会における議決権にかかる基準日を定めておりますが、本株式

移転議案が承認され、平成 23年 4月 1日をもって本株式移転を実施いたしますと、当社の株主は、

共同持株会社 1名となり、定時株主総会における基準日に関する規定を定める必要がなくなります。 

  そのため、定時株主総会における議決権にかかる基準日は廃止することとし、定款第 11条（定時

株主総会の基準日）を削除するとともに、定款第 12条以下の各条項を 1条ずつ繰り上げることとい

たします。 

  なお、本定款変更は、本株式移転議案が原案どおり承認可決されること、平成 23年３月 31日の前

日までに本株式移転議案において承認された株式移転計画の効力が失われていないこと及び本株式移

転が中止されていないことを条件として、平成 23年３月 31日にその効力が生じるものといたします。 
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２．定款変更の内容 

  変更の内容は、次のとおりであります。 

                                    （下線は変更部分） 

現 行 定 款 変 更 案 

（定時株主総会の基準日） 

第11条 当会社の定時株主総会の議決権の基

準日は、毎年３月31日とする。 

 

第12条 

～      （条文省略） 

第42条 

 

 

（削   除） 

 

 

第11条 

～     （現行どおり） 

第41条 

 

 

３．日程 

  定款変更のための臨時株主総会開催日   平成23年１月21日(予定) 

  定款変更の効力発生日          平成23年３月31日(予定) 

 

以 上 
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